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計画 a 実績b 計画 a 実績b 計画 実績

①地域移行者数
計60人

（13％　内7％は前
期未達成分）

計9人 計10人
計22人

※1
計35人 33人 計60人

②施設入所者数
453人

（1.6％　8人減）
461人 457人

437人
※2,3

455人
434人
※2,3

453人

【成果目標の達成に向けた取組み状況と
評価】
保健福祉センター保健福祉課において、
施設訪問等を通じて入所者等の意向や施
設の意見を確認しながら、地域移行に関
する相談に対応し、令和４年度の1年間で
１１人の施設入所者が地域に移行し、令和
2年度からの3年間で合計で３３人の施設
入所者が地域に移行した。
施設入所者数は、計画値より２１人下回
り、計画目標を達成した。

【令和５年度における改善点など】
今後も入所者等の状況や意向を確認しな
がら、丁寧な対応を進めていく。

※1 　地域移行者の内訳
       令和４年度実績
　　　在宅３人、グループホーム７人、
　　　サービス付高齢者向け住宅 １人
　　　計１１人
　　　（令和２年度からの３年間の合計３３
人）
※２　 施設入所者の減員の内訳
       令和４年度実績
　　　死亡 ２人、入院 ３人
　　　介護保険施設へ入所　２人
　　　地域移行者 １１人
　　　計 １８人
※３　障害者支援施設梅ヶ丘入所者
           ３９人含む

令和４年度の取組状況と令和５年度の取
組み

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行

令和5年度末目標
令和３年度 令和４年度 令和５年度令和元年度

末実績
項目

令和３年度の取組状況と令和４年度の取
組み

【成果目標の達成に向けた取組み状況と
評価】
保健福祉センター保健福祉課において、
施設訪問等を通じて入所者等の意向や施
設の意見を確認しながら、地域移行に関
する相談に対応し、令和２年度及び令和３
年度の２ヵ年で２２人の施設入所者が地域
に移行した。
施設入所者数は、計画値より２０人下回
り、計画目標を達成した。

【令和４年度における改善点など】
今後も入所者等の状況や意向を確認しな
がら、丁寧な対応を進めていく。

※1 　地域移行者の内訳
       令和元年度から令和３年度実績
　　　在宅８人、グループホーム１２人、
　　　サービス付高齢者向け住宅 ２人
　　　計２２人
※２　 施設入所者の減員の内訳
       令和元年度から令和３年度実績
　　　死亡 １９人、入院 １人
　　　障害の他施設へ入所 ６人、
　　　地域移行者 ２２人
　　　計 ４８人
※３　障害者支援施設梅ヶ丘入所者
           ３９人含む



①地域生活支援拠点等の確
保

令和4年度
に運用開始

検討 機能の確保

令和4年
度

の運用開
始に向け

た検討

面的整備1
か所運用

モデル事
業の開始

運用

②運用状況の検証及び検討
運用開始の翌年度よ

り実施
― ― ― ― ― １回

（３）福祉施設等から一般就労への移行等

　　就労移行支援事業
52人

（1.22倍）
43人 45人 46人 48人 41人 52人

　　就労継続支援A型事業
1人

（1.26倍）
0人 １人 1人 １人 1人 １人

　　自立訓練事業
5人

（1.2倍）
4人 4人 5人 5人 8人 5人

　　就労継続支援B型事業
15人

（1.2倍）
13人 13人 7人 14人 11人 15人

②障害者就労支援センターか
ら一般就労への移行者数

101人
（1.22倍）

83人 89人 60人 95人 95人 101人

③就労定着支援利用者数 167人 84人 110人 68人 137人 73人 167人

④就労移行支援事業等を通じ
て一般就労に移行する者の
就労定着支援の利用【新規】

70% ― 70% 51% 70% 38% 70%

⑤就労定着支援事業の就労
定着率【新規】

就労定着率が80％
以上の事業所を全

体の70％以上
― 70% 67% 70% 100% 70%

【成果目標の達成に向けた取組み状況と
評価】
障害者就労支援センターを核として、就労
支援施設間を含めた世田谷区就労支援
ネットワークの強化を図り、一般就労への
移行に向けて取り組みを実施したが、計画
を達成できなかった。
就労定着支援利用者数や一般就労に移
行する者の利用割合は計画を達成できな
かったが、就労定着率は達成できた。

【令和５年度における改善点など】
コロナ禍からの終息に向けた新たなフェー
ズに移行している社会・経済状況を意識し
ながら、世田谷区就労支援ネットワークの
更なる強化を図り、障害特性に応じた支援
を提供することで一般就労への移行者数
を増やすとともに、就労定着支援事業を推
進し、安定・充実した就労生活の継続を図
る。

【成果目標の達成に向けた取組み状況と
評価】
　国における地域生活支援拠点等の整備
事業を構成する５機能のうち、優先的に取
り組んできた「相談」「緊急時の受入・対
応」「地域の体制づくり」の３機能の実施に
あたり、北沢地域をモデル地域として、障
害当事者や家族等からの緊急時の相談に
対し２４時間体制で個々の利用者に応じた
適切なコーディネートを行うための「緊急時
バックアップセンター」を令和4年10月から
開設した。

【令和５年度における改善点など】
　「緊急時バックアップセンター」の全区展
開により、「相談」「緊急時の受入・対応」
「地域の体制づくり」の３機能についての拡
充を図る。
また、令和4年度未時点で未実施である
「体験の機会・場」及び「専門的人材の確
保・養成」の2機能について、早急に整備し
ていく必要がある。

（２）地域生活支援拠点等が有する機能の充実

73人
（1.22倍）

60人

①就労移行支援事業等（生活
介護、自立訓練、就労移行支
援、就労継続支援）から一般
就労への移行者数の計

64人 59人 68人 61人 73人

【成果目標の達成に向けた取組み状況と
評価】
　令和３年度より検討を開始し 、令和４年
２月７日の福祉保健常任委員会において
検討状況を報告した。その後、当事者や
家族、障害者団体、自立支援協議会や専
門家会議等から意見を伺いながら検討を
進め、素案をまとめた。
　緊急時の相談や対応について、また、拠
点等整備事業を構成する機能について
は、他の機能を含め一定程度揃ってきて
いるが、多くの事業者の参加により障害者
や家族を支える仕組みの構築に取り組む
必要がある。
【令和４年度における改善点など】
　地域生活支援拠点等整備事業の実施に
あたっては、北沢地域をモデル地域とし
て、障害者や介護者の緊急時に対応する
事業等を令和４年１０月に試行開始し、令
和５年度以降に区内全域に展開する。

【成果目標の達成に向けた取組み状況と
評価】
障害者就労支援センターを核として、就労
支援施設間を含めた世田谷区就労支援
ネットワークの強化を図り、一般就労への
移行に向けて取り組みを実施したが、計画
を達成できなかった。
就労定着支援事業の充実に努めたが、利
用者数や一般就労に移行する者の利用
割合、就労定着率は、いずれも計画を達
成できなかった。

【令和４年度における改善点など】
コロナ禍から回復傾向にある企業の雇用
状況を機に、世田谷区就労支援ネットワー
クの更なる強化を図り、障害特性に応じた
支援を提供することで一般就労への移行
者数を増やすとともに、就労定着支援事業
を推進し、安定・充実した就労生活の継続
を図る。



（４）障害児支援の提供体制の整備等

①児童発達支援センターの設置 １か所以上 2か所 2か所 2か所 2か所 2か所 2か所

②保育所等訪問を利用できる体
制の構築

有 有 有 有 有 有 有

③主に重症心身障害児を支
援する児童発達支援事業所
の確保

１か所以上 6か所 7か所 8か所 8か所 9か所 9か所

④主に重症心身障害児を支
援する放課後等デイサービス
事業の確保

１か所以上 3か所 4か所 5か所 5か所 6か所 6か所

⑤医療的ケア児支援のため
の関係機関の協議の場の設
置

有 有 有 有 有 有 有

⑥医療的ケア児等に関する
コーディネーターの配置【新
規】

有 ― 有 有 有 有 有

（５）相談支援体制の充実・強化等【新規】

①総合的・専門的な相談支援
の実施

実施 ― 実施 実施 実施 実施 実施

②相談支援体制の強化を実
施する体制の確保

体制確保 ― 体制確保 体制確保 体制確保 体制確保 体制確保

【成果目標の達成に向けた取組み状況と
評価】
障害児支援の提供体制について、積極的
に確保に努め、児童発達支援センターの
設置や保育所等訪問支援を利用できる体
制の構築、主に重症心身障害児を支援す
る児童発達支援事業所や放課後等デイ
サービス事業について、計画を達成するこ
とができた。また、医療的ケア児支援のた
めの関係機関の協議の場の設置やコー
ディネーターの配置など環境整備に努め、
計画を達成することができた。

【令和５年度における改善点など】
昨年実施した実態調査の結果をもとに、学
識経験者の意見を伺いながら、障害児通
所施設の設備について検討し、その結果
を（仮称）せたがやインクルージョンプラン
（世田谷区障害施策推進計画）に反映し、
施設整備に取り組む。

【成果目標の達成に向けた取組み状況と評
価】
地区の特定相談支援事業所、地域の地域障
害者相談支援センターぽーと、全区を担う基幹
相談支援センターによる相談支援体制を構築
しており、相談支援専門員初任者研修等によ
る人材育成や相談支援体制の強化を図ってい
る。

【令和５年度における改善点など】
モニタリング検証のより効果的な手法の見直し
を行う等、引き続き、相談支援専門員のスキル
アップ、各相談機関、関係機関との連携を引き
続き図ることで相談支援体制の充実・強化を
進めていく。

【成果目標の達成に向けた取組み状況と評
価】
地区の特定相談支援事業所、地域の地域障
害者相談支援センターぽーと、全区を担う基幹
相談支援センターによる相談支援体制を構築
しており、相談支援専門員初任者研修等によ
る人材育成や相談支援体制の強化を図ってい
る。

【令和４年度における改善点など】
相談支援専門員のスキルアップ、各相談機
関、関係機関との連携を引き続き図ることで相
談支援体制の充実・強化を進めていく。

【成果目標の達成に向けた取組み状況と
評価】
障害児支援の提供体制について、積極的
に確保に努め、児童発達支援センターの
設置や保育所等訪問支援を利用できる体
制の構築、主に重症心身障害児を支援す
る児童発達支援事業所や放課後等デイ
サービス事業について、計画を達成するこ
とができた。
　また、医療的ケア児支援のための関係
機関の協議の場の設置やコーディネー
ターの配置など環境整備に努め、計画を
達成することができた。
【令和４年度における改善点など】
今後も障害児の状況等を確認しながら、
障害児支援の提供体制の整備を図る。



（６）障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築【新規】

①障害福祉サービス等の質を
向上させるための取組に係る
体制の構築

体制確保 ― 検討 検討 体制構築 体制構築 体制構築

【成果目標の達成に向けた取組み状況と
評価】
　関係所管と協力し、各サービス事業所へ
実地検査を行い、質の向上に向け指導等
を行った。

【令和４年度における改善点など】
　実地検査のみではなく、区内事業所全体
の質の向上に向けた取り組みを検討して
いく。

【成果目標の達成に向けた取組み状況と
評価】
　関係所管と協力し、各サービス事業所へ
実地検査を行い、質の向上に向け指導等
を行った。

【令和５年度における改善点など】
　実地検査のみではなく、区内事業所全体
の質の向上に向けた取り組みを検討して
いく。


